
川口市文化芸術基本計画　事業評価調書 

1 事業の位置づけ・概要

2 指標

・指標ごとの実績値をご記入ください。

3 視点評価

※行政評価の対象事業は「実施計画事業評価調書」の記載内容を再掲してください。

・必要性・効率性・有効性・公平性の各視点から評価してください。

視点 視点

4 その他（自由記入）

／60

効
率
性

／15

コストに対する成果

0 公
平
性

受益者の資格条件

0
業務プロセス改善

／15

受益者負担の水準

民間活用 ／15 対象者への周知

計

必
要
性

現在の市民ニーズ

0 有
効
性

期待どおりの成果

0

0

評価項目 判定 視点評価 評価項目 判定 視点評価

市関与の必要性 施策(上位目的)への貢献

将来的な市民ニーズ ／15 目的に対する事業内容

③
目標値

実績値

②
目標値

実績値

①
目標値

実績値

事業概要

改善の
方向性

指標 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

基本目標 施策

主な取組

主な取組

事業概要

改善の
方向性

事業概要

改善の
方向性

基本目標 施策

基本目標 施策

主な取組

対象年度 令和５年度

事業名 取組状況 部 課
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川口市文化芸術基本計画　事業評価調書 

1 事業の位置づけ・概要

2 4

③

2 指標

・指標ごとの実績値をご記入ください。

3 視点評価

※行政評価の対象事業は「実施計画事業評価調書」の記載内容を再掲してください。

・必要性・効率性・有効性・公平性の各視点から評価してください。

視点 視点

4 その他（自由記入）

施策

事業概要

／60

効
率
性

取組状況 実施中文化三賞表彰事業

主な取組

事業概要

改善の
方向性

基本目標 施策

主な取組

事業概要

改善の
方向性

基本目標

／15

コストに対する成果 高かった

15 公
平
性

受益者の資格条件 適正

13
業務プロセス改善

／15

適正

行った・既に行った 受益者負担の水準 不明

民間活用 行わなかった ／15 対象者への周知 行った

③
芸術功労賞候補
数

計

必
要
性

現在の市民ニーズ 高かった

15 有
効
性

期待どおりの成果 期待どおり

13

56

評価項目 判定 視点評価 評価項目 判定 視点評価

市関与の必要性 高かった 施策(上位目的)への貢献 高かった

将来的な市民ニーズ 見込める ／15 目的に対する事業内容

目標値 5 5 6 6 7

実績値 4 5 5 2

②
芸術奨励賞候補
数

目標値 3 3 4 4 5

実績値 4 5 4 2

4 4 5

実績値

指標 年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

3 2 2 1

対象年度 令和５年度

市民生活部 文化推進室事業名

【記入例】

市民文化の向上・発展に貢献された方を対象とする「川口市文化賞」、「芸術功労賞」、「芸術奨励賞」の表彰を行うもので、被表彰者を公募、選考会議
における候補者の選考を経て市長が決定し表彰を行う。

改善の
方向性

文化賞、芸術奨励賞、芸術功労賞の推薦者数が伸び悩んでいることから、広報活動を工夫します。

基本目標 文化芸術を支える人材の育成及び支援 施策 文化芸術活動の継承及び保護の推進

主な取組 顕彰制度の充実

令和5年度

① 文化賞候補数
目標値 3 3

2



川口市文化芸術基本計画（事業評価）　今後のスケジュール

　第１回審議会開催　　　　　　　　９月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　１　委嘱書の交付

　　　　　　　　　　　　　　　　２　諮問

　　　　　　　　　　　　　　　　３　議事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・文化芸術基本計画における事業評価の実施について

　　　　　　　　　　　　　　　　４　報告

　評価調書配付　　　　　　　　　　９月中旬

　各課評価調書作成　　　　　　　　９月下旬～１０月下旬

　集計・調整　　　　　　　　　　　１０月下旬～１１月

　報告書作成　　　　　　　　　　　１２月～１月

　審議会開催　　　　　　　　　　　２月中旬

　　　　　　　　　　　　　　　　１　議事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・文化芸術基本計画における事業評価の報告について

　報告書調整　　　　　　　　　　　２月中旬～３月上旬

　各課へのフィードバック※　　　　　　３月中旬～

　※文化推進室以外が実施している事業は、全て文化芸術の振興とは別の目的があり、文化事業的
　側面を持っているだけである。
　　これらの事業に対し、文化的側面を向上させるためのアドバイスを、各課に対し報告書に基づ
　くフィードバックという形式で行い、本市全体の文化事業の水準の底上げを目指し、これらの事
　業を実施するものである。
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